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小規模多機能 フレンド倶楽部郡山 
＜小規模多機能型居宅介護 ・ 介護予防小規模多機能型居宅介護＞ 

 
 

小規模多機能型居宅介護（１月あたり）             ※地域区分 ６級地 １単位あたり10.33円 

 小規模多機能型居宅介護 
介護予防 

小規模多機能型居宅介護 

介護度 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 要支援１ 要支援２ 

単位数 10,423  15,318  22,283  24,593  27,117  3,438 6,948 

 

初期加算（１日あたり） 

 小規模多機能型居宅介護事業所に登録した日から起算して30日以内の期間について加算します。 

３０日を超える入院をされた後に再び利用を開始した場合も同様です。 

初期加算単位数 30単位 

 

認知症加算（１月あたり） 

 認知症加算（Ⅰ）：認知症高齢者で日常生活自立度Ⅲ以上の方に加算します。 

  認知症加算（Ⅱ）：認知症高齢者で要介護度２かつ日常生活自立度Ⅱの方に加算します。 

認知症加算（Ⅰ） 800単位 認知症加算（Ⅱ） 500単位 

 

 

訪問体制強化加算（１月あたり） 

 登録者の居宅における生活を継続するための小規模多機能型居宅介護の提供体制を強化した場合に加算します。 

訪問体制強化加算 1000単位 

 

総合マネジメント体制強化加算（１月あたり） 

 サービスの質を継続的に管理した場合に加算します。 

総合マネジメント体制強化加算 1000単位 

 

ービス提供体制強化加算（１月あたり） 

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）  

サービス提供体制強化加算（Ⅱ）  

サービス提供体制強化加算（Ⅲ）  

サービス提供  

体制強化加算

(Ⅰ) 
750単位 

サービス提供 

体制強化加算

(Ⅱ) 
640単位 

サービス提供

体制強化加算

(Ⅲ) 
350単位 

 

科学的介護推進体制加算（１月あたり ） 

  

科学的介護推進体制加算 40単位 

 

 

 



 2 

介護職員処遇改善加算(Ⅰ)（１月あたり） 

     １月の総利用単位数の10.2％を加算します。 

介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 総単位数×10.2％ 

 

介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)（１月あたり） 

     １月の総利用単位数の1.2％を加算します。 

介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) 総単位数×1.2％ 

 

      １月の総利用単位数の1.7％を加算します。 

介護職員等ベースアップ等支援加算 総単位数×1.7％ 

 

 

 

短期利用居宅介護費（１日あたり）              

 短期利用居宅介護費 介護予防  

介護度 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 要支援１ 要支援２ 

単位数 570 638 707 774 840 423 529 

 

 

サービス提供体制強化加算（１日あたり） 

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）  

サービス提供体制強化加算（Ⅱ）  

サービス提供体制強化加算（Ⅲ）  

サービス提供  

体制強化加算

(Ⅰ) 
25単位 

サービス提供 

体制強化加算

(Ⅱ) 
21単位 

サービス提供

体制強化加算

(Ⅲ) 
12単位 

 

※上記の単位（介護保険の給付対象単位）に地域区分（６級地）単価の10.33円を乗じた額の介護保険負担割合証の

割合がご利用者様のご負担となります。 
 

②その他のサービス利用料金 

  以下の金額は利用料金の全額が利用者の負担になります。 

食事の提供に要する費用 
朝食 ３００円 ． 昼食６５０円 ． 夕食６５０円 

午前のおやつ １００円 ． 午後のおやつ １００円 

日用品・教養娯楽費 1日 ２２０円 

おむつ代 実費 

宿泊に要する費用 １泊 ４，０００円 

通常の事業実施地域を 

越える送迎費用 

事業所から往復１０ｋｍ未満  １，１００円 

事業所から往復１０ｋｍ以上  １ｋｍごとに１１０円 
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通常の事業実施地域を 

越える訪問サービスの交通費 

交通機関を利用した場合は交通機関利用料金実費 

自動車を利用した場合は 

実施地域を越えた地点から往復１０ｋｍ未満  １，１００円 

実施地域を越えた地点から往復１０ｋｍ以上 １ｋｍごとに１１０

円 

レクリエーション、クラブ活動 
利用者の希望により、教養娯楽としてレクリエーションやクラブ活動に

参加していただくことができます。   材料費等の実費です。 

（上記サービス利用料金は、消費税込みの金額です。） 

 


